
どんな形で移行するのか…



「部活動の地域連携・地域移行」資料（スポーツ庁）

「地域が主体」
「多様な場所」
「多世代・多種目」
「地域の指導者」



「部活動の地域連携・地域移行」資料（スポーツ庁）

合同部活動・合同チーム
あくまでも「学校」部活動

地域クラブ
地域の活動に「参加」





酒田市の移行パターン例①「民間スポーツ事業者設立型」

B中学校A中学校 Ｃ中学校

スイミングクラブ

民間の会社や団体等が設立したクラブ。活動する施設もクラブ所有の場合が多い。塾や習い事
と同様、会費等を支払って活動する。

相撲クラブ 剣道クラブ ダンスクラブ

E中学校D中学校

※責任の主体

責 責 責 責



酒田市の移行パターン例②「スポーツ協会・連盟設立型」

野 球
クラブ

卓 球
クラブ

バスケット
ボールクラブ

陸上競技
クラブ

B中学校

テニス
クラブ

スポーツ協会・各競技連盟・スポーツ少年団

酒田市スポーツ協会、スポーツ少年団、各競技連盟や競技協会が設置主体となって設立し
たクラブ。中学校区の枠を超えての入会が可能。会費等を支払って活動。

E中学校C中学校A中学校 D中学校

責



酒田市の移行パターン例③「総合型地域スポーツクラブ型」

野 球
クラブ

バレーボール
クラブ

バスケット
ボールクラブ

陸上競技
クラブ

A 中学校B 中学校 Ｃ 中学校

テニス
クラブ

中学校区を基本単位とした設置した「総合型地域スポーツクラブ」が運営するクラブ。種
目によっては、学区の枠を超えての入会が可能。会費等を支払って活動する。

責



B中学校 C中学校A中学校 D中学校

プロチーム企 業 企 業

酒田市の移行パターン例④「企業・プロチーム設立型」

プロチーム

野 球
クラブ

バスケット
ボールクラブ

サッカー
クラブ

バレーボール
クラブ

E中学校

「民間企業」や「プロチーム」が設置・運営するクラブ。プロスポーツやアマチュアスポーツ
のユースチーム、もしくはジュニアチームとして、独自のリーグや大会に出場している。会費
等を支払って活動する。

責 責 責 責



酒田市の移行パターン例⑤「任意団体設立型」

野 球
クラブ

バレーボール
クラブ

バスケット
ボールクラブ

陸上競技
クラブ

B中学校

テニス
クラブ

E中学校C中学校A中学校 D中学校

責 責責 責 責

「民間会社」「民間企業」「プロスポーツ」「スポーツ協会・競技連盟等」「総合型地域
スポーツクラブ」以外の個人、もしくは団体が設置・運営するクラブ。中学校区を基本単
位とするが、学区の枠を超えての加入も可能。会費等を支払って活動する。かつての「保
護者会クラブ」とは異なる。

① 全域から募集
② 多世代
③ 公認指導者資格



酒田市の移行パターン例⑤ー２「任意団体設立型」

野 球
クラブ

バレーボール
クラブ

バスケット
ボールクラブ

陸上競技
クラブ

B中学校

テニス
クラブ

E中学校C中学校A中学校 D中学校

⑤と同様だが、上部組織として任意のスポーツクラブ（県・全国組織に登録せず、市教育
委員会にのみ報告するもの）を設立し、その傘下に各クラブを設置する。学区の枠を超え
ての入会が可能。会費等を支払って活動する。

〇〇〇〇〇スポーツクラブ（任意）
責


